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はじめに 

 盛岡市教育研究所では、市内の各学校の教育相談機能の充実を図ることを目的として、盛岡

市教育相談事例研究会（事務局：盛岡市立北松園小学校）に研究を委託し、研究事業を進めて

まいりました。 

令和７年度は、同研究会において３回の事例研究会が開催されました。各回では、学校より

御発表いただいた事例を基に、教員や関係機関職員などの参会者で協議を行い、教育相談の在

り方について認識を深め合う貴重な機会となりました。 

本年度の発表事例は、生徒指導委員会の機能を生かした支援や、校内教育支援センターの活

用に関する内容が中心でした。学校が、児童生徒や保護者とどのように関わり、どのような支

援を重ねてきたのか、本紀要では、各学校の具体的な取組を報告いたします。ぜひ、御一読い

ただき、研究テーマである「教育相談の機能を生かした生徒指導・相談活動の在り方」につい

て考える機会としていただきたいと存じます。 

最後になりますが、事例を御提供くださった各学校の先生方、事例研究会に御参加いただい

た先生方、関係機関の皆様、そして、研究会の運営に携わってくださった盛岡市教育相談事例

研究会事務局の先生方に深く感謝を申し上げます。今後とも、本研究所の事業に対し、変わら

ぬ御指導と御支援を賜りますようお願いいたします。 

盛岡市教育研究所 

 所長 小 林   満 
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自主自立を目指した教育相談の組織的な対応 

Ⅰ はじめに 

令和７年度の本校の学校経営のテーマは、

「自主自立～思いや願いをもち、自分で自分の

力を伸ばす子どもの育成」である。このテーマの

もと本校では、児童が自己理解を深め自分の良

さを伸ばし、自己実現や集団の中での自立がで

きるようにと教育相談や教育活動を進めてきた。 

学校不適応などで教育相談を要する児童は、 

本人の考え方や認知の課題など発達に起因す

る要因の他、学業の問題や家庭的な問題、愛着

や生活習慣の問題などが複雑に交錯しているこ

とから、関係機関と連携することが必須で、校内

でもチーム体制で支援に当たっている。 

 ここでは、教育相談の事例を通し、その支援の

一端を紹介する。 

Ⅱ 支援の方針 

１ チームによる指導・支援体制のプロセス 

   教育相談を組織的に行うため、問題の発覚

やアセスメントによる教育相談の必要性に応じ、

支援体制のプロセスにそって対応している。

個別の教育相談計画を立てる中で、チームに

よる指導・支援を誰がいつまでにどのようにア

プローチしていくかを確認し実践している。 

（図 1 参照） 

教育相談の大前提は、子どもの言動をさまざ

まな角度から短期的長期的に観察することで、

子どもの心理状況や特性、環境要因などから 

 把握分析し、対応の判断につなげることで

ある。ここでチームとしての役割分担や情

報共有の大切さが発揮される。 

２ 支援体制 

（１）定例の情報交換の場の設定（職員会議）

全職員で情報共有し、指導支援の必要

性の判断だけでなく、全職員による多数の

手や目で支援体制がとれるようにしている。 

（２） 支援会議の開催、チームによる指導・支

援

短期長期の支援方針を決定するため、

生徒指導主事が招集し、校長、副校長、

教務主任、生徒指導主事、担任、養護教

諭、その他関係職員を構成員として適時

支援会議を開催している。校長指導の下、

児童の状況に応じ、誰がいつどのように進

めるのか、支援方針に基づいた指導支援

を進めている。 

  支援の経過と状況は、随時報告確認し、

その時々の状況に応じた方針を立てて進

めている。 

（３） 校内教育支援センターの設置

校内の教育支援センターとして「ほっと

ルーム」を設置している。ほっとルームの専

任教員が配置できないことから、教務主任

を中心とした担任外の教員で運営を担っ

ている。 

児童の状況によっては、ほっとルームや

教室での学習や生活に移行する前段階と

して、保健室を「プレ校内教育支援センタ

ー」の役割として活用することもある。その

場合は、担任外の教員と連携のうえ、養護

教諭が運営の調整や児童の対応に当たっ

ている。 

養護教諭が、児童生徒の心身の健康状

況を専門的な視点で把握したり、他の教職

員との連携をとるうえで中心的な役割を果

たしたりすることができるという特性を活か

図 1 チームによる指導・支援体制のプロセス 
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しつつ、すべての教職員が関わり学校全

体で校内教育支援センターを機能させて

いくという運営方針で進めている。 

３ 教育相談の場面 

教育相談の場面は、日常的な相談、機会

に応じての随時相談、定期的なアセスメント

をもとに行われる相談がある。（図 2 参照） 

QU は今年度初めて実施し、専門家の指

導助言を受けながら、学級経営と個別の支

援を合わせて展開していけるようにした。１年

生も７月に実施済みである。  

 学級担任が各アンケートや心とからだの健

康観察後に教育相談を行うことで、予防的教

育相談や問題解決的教育相談となっている。

担任によって行う教育相談は、その基本姿勢

とともに重要な役割を担うと考える。（資料 1） 

特別支援 CO は、支援が必要な児童の様 

子を観察し、保護者や家庭の状態を把握した

うえで、必要に応じ保護者を招集したり保

護者の希望を募ったりして教育相談を行

っている。児童の行動の具体について、専

門的な立場から、捉え方やその対応につ

いて示唆を与えることで、保護者は一様に

安心感を得ているようである。 

保健室で養護教諭が児童や保護者の

教育相談に当たるケースもある。支援の必

要な児童が保健室に登校したり、保健室

でクールダウンしてから教室に向かったり

するようなケースは少なくない。あくまでも

教室に向かうための一時的な場所と捉え

たうえで、傾聴・共感など、養護教諭のでき

る支援に当たっている。 

４ 外部関係機関との連携 

支援の一助となる外部関係機関とは、管

理職を窓口に、随時、必要な情報交換を行

っている。（図 3 参照） 

（１）スクール カウンセラーによる巡回相談 

ＳＣ（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）（上田中学校配属）

による巡回相談を学期1回、年３回設定し

て、主に保護者に対し、専門的な立場から

助言、援助(ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ)をしてもらう機会

としている。巡回相談の結果は、管理職を

はじめ担任や関係職員との共通理解を図

り、児童理解とその後の対応に活かしてい

る。 

（２）スクールソーシャルワーカーによる随時

相談

家庭環境や経済状況に課題があり学校

だけで解決を図るのが困難な場合は、 

SSW（ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）を要請し、保護

５月 QU
（2～6年）

６月 なか
よしアン
ケート

9月 心と
からだの
健康観察

12月

いじめアン
ケート

校内支援委員会・支援会議による支援方針の確定

図２

〈学級担任が行う教育相談の基本姿勢〉

（１）子どもとの触れ合いを大切にし、児童の思いを共感的、受容的に受けとめ、

信頼関係を形成する。

（２）児童の表情や態度、文字や絵画、言動等を日常観察し、心の変化を細やか

に見取り、必要な支援を行う。

（３）児童の行動の背後にある要因やプロセスについて理解を深める。

（４）児童の発達的課題と成長を考えながら、自立や個性の伸長に向け必要な

支援を行う。

（５）ソーシャルスキルトレーニングやアンガーマネジメント、ストレスマネジメン

ト、キャリアコンサルティングなど、児童の自立に向けた必要なスキルアッ

プの支援を意識的に行う。

資料１

図 2 アセスメントの実施 

図３ 外部関係機関との連携 

資料 1 学級担任が行う教育相談の基本姿勢 
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教育相談で目指す児童の「自主自立」 資料2

１ 自分の気持ちや考えを、適切な言葉で伝えることができること

２自分でできると自らが感じとれることを増やすこと

３集団の中での自分の立ち位置（役割や有用感）を見いだせること

４自分で自分のすべき行動を決定できるようになること

者への具体的な支援や外部機関との橋渡

し役を担っていただいている。変遷する家

庭の状況に応じた指導助言を受けることで、

支援の安定を図っている。  

（３）民生児童委員との連携

学校と民生児童委員とが連携し、民生児

童委員に直接支援していただくケースもあ

る。母親の話を聴き苦労に寄り添い、子ど

もを諭したりなだめたりしながらも、頼れる

存在として子どもの登校に手を尽くしてく

れている。母や子が学校に伝えきれない

状況を情報提供してくれるため、支援方針

を立てるうえで大いに助かっている。 

（４）その他

教育委員会の教育相談室、盛岡市子ど

も家庭センター、児童相談所など、管理職

が必要な情報共有をして連携をとることで、

指導支援の充実を図っている。 

５ 教育相談で目指す「自主自立」 

本校の児童の実態は、素直で明るく真面

目だが自ら挑戦したりやりたいことを見つけ

てやり遂げたりする力にかけ、決まったことは

できるけれど自ら考えて行動するような姿勢

が不足している。そのような傾向は教育相談

の必要な児童については顕著であり、その

背景も相まって本人の自主自立を促すことが

大きな前進につながると考えた。そこで、教

育相談で目指す児童の「自主自立」の姿を

示し、それに基づく支援の方法を実践してき

た。（資料 2 参照） 

 

 

 

Ⅲ 支援の実際 

〈事例〉 

１ 対象児 A さん 小学校 4 年生 9 歳 

２ 主訴 家庭環境の不安定による母子分離 

不安と登校渋り（朝起きられず遅刻） 

３ 問題の経過 

   １年時は、体調不良による欠席は多かった

ものの遅刻はなく、概ね普通に学校生活を

送ることができていた。２年時より、気持ちの

揺れ幅が大きく、気持ちが荒れたり落ち込ん

だりして登校できない日や、朝ぐずって遅刻

してくる日が多くなった。３年生になると、兄

が中学生になったこともあって、母と一緒に

遅れて登校してきたとしても、車から降りなか

ったり、校舎に入るのを渋って逃げ回ったり、

ようやく学校に入れても反抗して大騒ぎしたり

するなど、登校自体のハードルがとても高く

なった。その際は保健室が一時的な預かり

の場所となった。ただし、心身の状態がよくて

教室に行ける時には一日問題なく過ごせて、

教室から保健室に戻ってきたり早退に至った

りするようなことはなかった。また、教室では

役割を果たしてより良い行動をしようとする姿

が見られ、クラスの仲間とも関係よく過ごせて

いた。R６年度の教育相談や支援を経て、４

年生の現在（一学期末）は、欠席が 3 日、遅

刻 46 日の状態である。 

〈欠席等の状態〉 

1年 欠席 27 日（頭痛、体調不良）コロナ禍 

遅刻 0 日 

2年 欠席 19日（かぜ、家事都合、渋り 3日） 

遅刻 43 日（渋り、保健室利用 11 日 

3年 欠席 27 日（渋り、家事都合） 

遅刻 111 日、保健室利用 108 日 

  4 年 欠席 3 日 遅刻 46 日（ともに渋り） 

４ 問題の背景（アセスメント） 

（１）家庭状況

・母子家庭 4 人兄弟・・・兄（中 2）、弟

資料２ 教育相談で目指す児童の「自主自立」 
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（小 2）、弟（年長） 

・母は離婚調停のために住所や子どもの

学校を変えるなどしたため、離婚に至る

まで、学校でもさまざまな配慮をしてきて

いる。

・母の実家は県外で、身近に頼れる人が

いない。母の両親が行事の時などに子

守に来てくれることはあるが、常時の助

けにはならない。民生児童委員の方が

親身に面倒を見てくれている。本人は祖

父母宅に帰省することをとても楽しみに

している。

・小 4 の対象児童ばかりでなく、他の 3 人

の子どもたちにもそれぞれ課題があり、

母はそれらに対応するために苦労して

いる。

・本人は、兄を嫌って敵対視したり、弟と

横並びで扱われることをひどく嫌ってい

たりして、兄弟とのトラブルを母にぶつけ

ては拗ねていることがよくあった。そのた

めに学校を休んだり遅刻したりすることも

増えていった。

・渋りの理由として、「学校がいや、勉強し

たくない、勉強する意味が分からない、

どうせできない、むり、何もしたくない、家

でゲームしていたい、学校なんてなくな

ればいい、学校に行かなくたって困らな

い、先生なんて関係ない、友だちもいや」

と、自暴自棄、投げやりで自分本位な発

言を繰り返していた。一貫性がなくすべ

て周りや誰かのせいにするマイナス思考

状態になりがちで、自己肯定できない状

況だった。

・本人が登校を渋ったり欠席したりしがち

な中でも、母親の困り感はあまり深刻さ

を感じさせない言動が多かった。本人よ

りも兄が大変だったり、本人のせいで弟

に影響したりするなど、大変さの程度や

解決を図るべき順番が混同していたと思

われる。提出物はすべて遅れがちで忘

れ物も多く、ランドセルに学習用具が揃

っていないばかりか、配布物も取り出さ

れていないような状況が常だった。本人

は、「お母さんは俺が言ってもどうせやっ

てくれない」のように表現していた。 

・Ｒ７年に家裁により父親との離婚が正式

に認められ、本人を含めた子どもたちも、

気持ちの中で父親との関係を整理する

ことができたようだった。そのためか、気

持ちが荒れたときに、父親との思い出を

昔語りして母をなじるような発言の場面

がなくなった。

・小 4になってから、母の仕事の場所が変

わったため、母が本児の状態につき合う

ことができなくなり、距離感が少し変わっ

た。自分でなんとか登校しようとする意

識が大きくなっている。

（２）性格

基本、明るくやさしい。気持ちが落ち着

いている時には、素直に物事に応じること

ができるが、家庭で母との間に一度ボタン

の掛け違いがあると、それをいつまでも引

きずりがちで、色々なことを理由にして自

分の我を通そうとする傾向がある。そうかと

思えば、母にべたべたと甘えた態度をとる

こともあり、そのギャップが大きい。母が突

き放すようにして学校に本人を置いて仕事

に行ってしまうことも多く、その時の心理状

態は極めて悪く、なかなかイライラ状態から

抜け出せずに、保健室の中で暴言を吐い

たり物を投げたりすることもあれば、泣きじ

ゃくって狭い空間に閉じこもってしまうこと

も多かった。そんな状態でも、しばらく様子

を見守っていると、ちょっとしたことをきっか

けにケロッと機嫌が直って活動に入れるこ

ともあり、その際は、それまでのことがなか
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ったかのように振る舞うことが特徴的であっ

た。朝の機嫌でその日の生活が決まるよう

な感じだった。 

（３） 身体状況

やせ気味の普通体形、乳歯のむし歯が

多い。 教育相談を経て R6．５月より ADHD

（不注意優位）の診断を得てインチュニブ

を内服。ただし、今はほとんど飲めていな

いと母が話している。飲み始めは、飲むと

落ち着いた気持ちになると本人話していた

が、今は、「なんか変。だから飲みたくな

い。」といった気持ちになっているようであ

る。朝起きられないのも、一時は薬の影響

と思われたがそれも不明。母の責任で飲ま

すという様子もなく、子ども任せになってい

る。しかしながら、飲まなくても教室内で集

中できないとか落ち着かない状況は見ら

れない。 

５ 指導の経過 

（１） チームによる指導の方針

ア 教育相談を通し、母親の子育ての大

変さに寄り添いつつ少しでも解決の

糸口が見つかるように関係機関との連

絡調整を行う。

イ 本人の精神の不安定さの原因を探り、

特性に応じた対処を行う方策を考える。

ウ 登校できた時の安心基地となるキー

パーソンをつくり、全職員で見守りなが 

ら学校内に安心できる場所を作る。 

エ 学習活動や特別活動の中で、本人の

やる気や有用感につながるようなポジ

ションを意図的につくっていく。

オ 本人の実態に応じ、校内教育支援セ

ンター機能を保健室に持たせることで、

保健室を拠点として教室につなげる支 

援をしていく。併せて、養護教諭と保護 

者がほぼ毎朝、顔を合わせることから、 

養護教諭を橋渡しとした連携体制をとる。 

（２） 個別の指導・支援

ア 保健室における教育相談

母が送って遅刻してきた時は、主に、

養護教諭と教務主任とで保護者から様 

子を聴きながら対応をした。機嫌がよく 

ない時には、基本的に保健室を一時的 

な居場所とした。教室に行きたくないと 

言って保健室で話をしながら１～2 時間 

過ごすこともあれば、さんざん拗ねて暴 

言を吐いていたのに、いつの間にか機 

嫌が直って教室に向かうこともあった。 

話の中身はほとんどが自分のことや家

族の話であり、兄弟げんかやポケモンの

カードゲームの話が多かった。話の聴き

役になることでクールダウンできたようで

ある。また、保護者と本人の話をつなぎ

あわせ本人の気持ちを整理したり、上手

く言葉にできない気持ちを言語化したり

した。本人のよさやできることを見つける

手伝いをすることも多かった。保健室で

過ごすときには、何をして過ごすか、何

時に教室に戻るかなど、選択肢を設けな

がらも本人が自分で決めることを促し、

決めたことは実行するように仕向けた。 

また、あいさつやソーシャルスキルを意  

 識できるよう声掛けをしてスキルの習得も 

目指した。保護者と朝に顔を合わせたと 

きのやりとりや保健室での児童の様子を、 

担任及び担任外や管理職、生徒指導に 

報告することで、調整役を担った。   

４年生になって登校渋りが減り保健室 

利用はほとんどなくなったが、今は登校

すると決まって保健室に顔を出し、「先生、 

来ました。」と報告してから教室に向かっ 

ている。 

イ 特別支援 CO との教育相談

CO は、必要時の電話相談や期末 保

護者面談日に合わせて設定した教育相
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談に保護者を招集して相談の場を設けた。

本人の登校渋りの状況や家庭での言動、

通院や服薬についての把握をして担任と

もつなげた。 

ウ 関係機関との連携による教育相談

民生児童委員、スクール カウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなどとの面談

を管理職も含めて随時行った。 

兄が中学生、弟が隣接するこども園に 

在籍していることから、中学校やこども園 

とも情報を共有し連携を図りながら支援 

を進めることができた。 

保護者との教育相談で、特に転機とな

ったのは以下のとおりである。 

① Ｒ６．３月 19 日、民生児童委員と

 の面談で、母親の子育てに係る障 

害要因を整理することができた。家 

族を取り巻く状況について、情報共 

有しながら進めることができている。 

② 校内教育支援委員会で協議して、

Ｒ６年３月 28 日にＳＳＷを要請し、保

護者との面談を速やかに実施するこ

とができた。その面談の際に、主治

医である小児科の医師に直接アポ

イントメントをとって、即座に受診へと

つなげることができた。さらに、市の

子育て支援係につないでいただき、

受診後すみやかに放課後デイサー

ビスの利用につなげることができた。

現在、週 1 回デイサービスを利用し

ている。 

③ R７．３月末、本児の新学年に向

けて気持ちを整えられるよう、予防 

的教育相談を実施した。初めに保 

護者と担任、副校長が相談に当たり、

次のステップとして本児と民生児童

委員も交えての教育相談を行った。

この時期、兄の状況が思わしくなく、 

それに伴い本児の精神状態も良く

なかったため、春休みは兄と距離を

とり母の実家で過ごす対処をした。

また、母を大切に思っている本児の

気持ちをみんなで認めることで、本

児が頼ってもよい人がたくさんいる

ことを示すことができた。このことで、

新学期にも気持ちが前向きになっ

て登校できたと思われる。 

エ 学級担任が行う教育相談

４年生からの所属委員会の決定時

はなかなか登校できていなかったが、 

3 年当時の担任との良好な関係があ 

ったので、その担任が受け持っている 

委員会に入りたい意向を汲み、所属さ 

せるように計らうことができた。 

４年生になった現在は、欠席自体 

は大幅に減少したものの、朝起きられ 

ないことで登校時間に間に合わず遅 

刻してくる。担任は、遅刻していてもま 

ずは登校していることを認める言動で 

迎えている。クラスメイトも、明るく迎え 

入れて声をかけてくれている。授業の 

中では、発言場面や交流場面を担任

が意図的につくって自信につながるよ

うにしているだけでなく、個別に学習の

サポートをすることで、児童の自己肯定

感を落とさないように努めて接している。 

運動会当日、補欠だった本児がリ 

レーを走ることになった。担任が励ま

す中、緊張の中でもリレーを走りきった 

ことが大きな満足感となり、家族やクラ

スメイトに褒められたこともあって、その

後の登校意欲へとつながった。また、

休み時間に友だちとサッカーをして遊

ぶ姿を認め声掛けすることで、友だちと

の関わりの中に楽しさを見出すようにな

った。さらに、担任がサポートする中で、
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二学期には学級委員に推薦され、学

級への所属感ができた。みんなの期待

に応えて責任を果たそうとする姿が見

られている。  

オ 担任外の関わり

遅刻への対応は、主に副校長や教務主

任が窓口になって保護者や本人と電話で 

やりとりをしている。予定の時刻より遅くな 

ると、本人が自ら学校に「今から登校しま 

す、何分頃に登校します。」と電話をかけ 

てきて副校長とやりとりすることが、登校前 

のルーティーンになってきている。登校時 

も副校長や教務主任が率先して出迎え、 

声をかけるようにしている。 

（３）自主自立につながった指導・支援の結果

４年生になって欠席や遅刻が大幅に減っ

た要因として、次のことが考えられる。 

ア 母の仕事の部署が転換したことで母が

本人を置いて出勤するようになった。その 

結果、母と良い意味で距離をとれ、依存感 

や拒否感が減ったことで本人の自立的登 

校につながったと思われる。母自身を取り 

巻く状況も良い方向に進んでいることで、 

家庭の中が落ち着き始めていたことも要因 

の一つと思われる。 

イ 学校から本人のスマホへ電話をつなげ

て良いとの了承を得たことで、それが本人

自身と学校との連絡ツールとなり、安全確

認もできるようになった。本人も自分の意

志で登校を連絡するようになった。 

ウ 母のサポーターとして、民生児童委員

の方が本当に親身になって携わってくださ 

ることで、本児にとっても母にとっても頼れ 

る存在となった。また、民生児童委員を含 

めた学校での教育相談の機会が、保護者 

の安心感へとつながった。 

エ 学級の友だちと遊びたい気持ちが「サッ

カーをしたいから学校へ行くという目的意

識となり心のエネルギーとなった。友だちと

の関係も上向くだけでなく、帰宅後もサッ

カーをして過ごす時間が増えて、結果、ゲ

ームから遠ざかる時間が増えた。 

オ クラブ活動（外スポーツクラブ）や委員会

活動（音楽委員会）、運動会でのリレー選

手など、本人の所属感や役割を果たす意

欲につながる活動を学級の中で設定でき

た。関係する職員みんな、学校全体で、が

んばりを認めてあげられる結果となった。

カ SSW のサポートから医療とつながり、自分

の状況を自分なりに納得することができた。

また、放課後デイに登録して週１回通うこと

となり、保護者的にも頼れる場所が増えた。

本人が冷静に家庭の状況を俯瞰して見ら

れるようになった結果、兄との距離をとるよ

うになり、兄とのトラブルを回避できるように

なった。

キ 遅れてでも毎日学校に来ることで、学習

の補習時間がとれるようになった。担任が、

その時にできることを示しながら学習意欲

を育成したことで、テストを受けることや作

品を仕上げることができるようになり、自分

の頑張りが見えることで自尊感情が高まっ

た。学級の雰囲気が、本人を否定的でなく

受け入れてくれていることで、安心して登

校できている。

ク 養護教諭は後方支援に徹することで、本

人にとって保健室はいやな印象の場所で 

はなく、もしもの時に訪れてもよい場所とし 

て認識されるようになった。また、養護教諭 

が保護者とつながっていることは、本人にと 

っては安心材料になっている。 

６ 教育相談における成果 

  本事例では、児童の自主自立を目指し、学 

校教育全体を通して、育てる（発達促進的・ 

  開発的）教育相談ができたと考える。 

本事例の成果は次のとおりである。 
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（１） 定期的な支援会議により児童理解の共

有を図り、登校の継続を短期目標とし取り

組んだ。児童の状況や特性を見極め、そ

の日の見通しやすべきことを少しずつ積

み重ねる方針をとったことが登校意欲へと

結びついた。 

（２） 保健室を一時的な教育支援センターと

して活用し、本人の気持ちの安定をメイン 

にして養護教諭が関わった。その日の見

通しをもたせ、自分でどう過ごすかを決め

たり自分のペースで取り組ませたりするこ

とで、教室に向かう意欲を切らさずに生活

できた。 

（３）本人が学校に遅刻や欠席の電話を入

れる体制がとられていて、それは意図的

に始めたものではないが、結果的に本人

に出欠の意思表示をさせる形になってい

る。家庭環境の複雑さから母への甘えや

依存が強かった本児だが、母との距離が

とれて自分の意志で登校している今の状

態はとても良いと言える。

（４）早期に必要な関係機関との連携が図ら

れた。特に、SSW との教育相談が契機に

なって医療に向かいさまざまな状況が好

転していったことが大きい。また、民生児

童委員との連携会議で情報交換を進め、

民生児童委員が率先して支えてくださっ

ていることが大きかった。

Ⅳ 今後の課題 

チームで行うからこその課題がある。保護

者や外部機関との調整までに時間がかかる

こと、子どもの状況の見立てや共有に時間が

かかることなどで、さらに人手が足りない状況

では、誰がどんな形で関わるかという手立て

の部分がどうしても手薄になってしまう歯がゆ

さがある。校内教育支援センターの専属職員

はいない。保健室がその状態を担うのにも限

界がある。定員が少なくなっている中で、そ

の機能を持続的に動かすには、その定員の

確保やチーム機能の再構築が必要である。 

さらに、情報データの蓄積や記録の引継

ぎをするにあたっては、記録様式の見直し

や保存データの整備をしていく必要がある。 

Ⅴ おわりに 

 教育相談の必要な児童は、本人の特性や

愛着、家庭の状況や生活環境など、多くの

要因が絡み合っており、学校だけでどうにか

できることではない。諦めるのではなく、それ

ぞれの立場からできることをしていくほかない。

本人のこれからを見据え、どうしたいかどうす

るべきかを本人や保護者と一緒に考えなが

ら、より良いゴールを見出して行くことが「自

主自立」への教育相談だと考えている。 
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事例Ⅱ

9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



 
 
 
 
    【委託研究団体】 

 

     盛岡市教育相談事例研究会 

    

      会   長  有 馬   賢 （北松園小学校 校 長） 

      事務局長  天 沼 淳 子 （北松園小学校 副校長） 

      事 務 局  岡 田 ゆ み （北松園小学校 養護教諭） 

研 究 紀 要 698 号 

 

発 行  令和８年３月 

発行所  盛岡市教育研究所 

        〒020-8532 

        盛岡市津志田 14-37-２ 

          ☎ 019－651－4111(代) 

53


	00_研究紀要681
	01_はじめに
	10_【学校教育相談】研究紀要
	01_目次
	02_第２回教育事例研究会　【河北小】自主自立を目指した教育相談の組織的な対応 - 最終版-cleaned
	03_第３回教育事例研究会　【城東中】『気づく力』を共有する学校へ　原稿-cleaned
	04_第３回教育事例研究会　【城東中】発表補助資料-cleaned
	05_第１回教育事例研究会　【講　演】三浦光子氏（配布資料）PDF-cleaned
	スライド 1: 時代背景から考える子どもと保護者とのかかわり方 ～子どもとのよい関係をつくるCAREプログラムから学ぶ～ 
	スライド 2: 本日の内容
	スライド 3: １．時代は大きく変わった（過去30年の社会の変化）
	スライド 4: ２．社会のストレスは子どもの行動に現れる
	スライド 5: ３．不登校＝悪ではない。大切なのは「人とつながる力」
	スライド 6: ４．未来を創っていく子どもたちに必要な力とは？
	スライド 7: ５．WISC‐V知能検査に見る「未来を創る力」＝流動性推理
	スライド 8: ６．保護者について
	スライド 9: 7．これからの子どもの発達支援において、 　　「関係性」と「個性」の視点が重要である理論的根拠
	スライド 10
	スライド 11: 発達の最近接領域（ZPD）に関する補助的な説明　　　　　　　　　　　　　　　　　
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14: 生徒指導提要（令和4年改訂）
	スライド 15: まとめ：個性を見極め、関係性の中で育てる
	スライド 16
	スライド 17: CAREとは
	スライド 18: CAREの内容
	スライド 19
	スライド 20:  子どもとのよい関係をつくるときに「避ける言葉３つのK」 
	スライド 21:  方法 
	スライド 22: 避ける３つのK：セリフの例　（お絵かき）
	スライド 23:  子どもとの良い関係とつくるときに「よく使う３つのP」 
	スライド 24: よく使う３つのP：セリフの例　（お絵かき）
	スライド 25
	スライド 26:  方法：6人グループになる 
	スライド 27
	スライド 28:  方法：できれば４人グループ 
	スライド 29:  続き
	スライド 30
	スライド 31: 生徒指導提要（令和4年改訂）
	スライド 32


	11_最終ページ



